
大阪市立文化施設等敬老優待制度実施要綱 

制定 昭和４８年 ６月２６日 

  改正 令和 ３年 ４月 １日 

 

（目 的） 

第１条 この制度は、長年にわたり本市の発展に寄与してきた高齢者に対し、

感謝と敬愛の意を表し、市立文化施設等へ優待するとともに、市民の敬老思想

の普及を図り、もって本市高齢者福祉の向上に資することを目的とする。 

 

（対象者） 

第２条 当制度の対象者は、本市の区域内に居住する６５歳以上の高齢者とす

る。 

 

（資格確認） 

第３条 本市が発行する「介護予防ポイント手帳」、「敬老優待乗車証」又は、

前条の対象者要件を確認できる証明書。 

 

（対象施設等） 

第４条 当制度の対象施設は、次のとおりとする。 

 大阪城天守閣 

 天王寺動物園 

 慶沢園 

 大阪城西の丸庭園 

 大阪市立美術館 

 大阪歴史博物館 

 大阪市立科学館 

 城北菖蒲園 

 長居植物園 

 大阪市立自然史博物館 

 大阪市立東洋陶磁美術館 

 咲くやこの花館 

 大阪市立住まいのミュージアム 

 

（入場料の取扱） 

第５条 入場料は無料扱いとする。 

 



（実施期間） 

第６条 通年とする。 

 

（制度の実施） 

第７条 その他当制度の実施については、大阪城天守閣条例（昭和 24.7.14 条

例 59）、大阪城天守閣規則（昭和 24.7.14 規則 100）、公園条例（昭和 52.4.1

条例 29）、公園条例施行規則（昭和 52.4.1 規則 51）、住まい情報センター条例

（平成 11.3.17 条例 30）、住まい情報センター条例施行規則（平成 11.11.5 規

則 120）によるものとするほか、地方独立行政法人大阪市博物館機構及び地方

独立行政法人天王寺動物園が定めるものを適用する。 

 

   附 則 

この要綱は、昭和４８年 ６月 １日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、昭和４９年 ７月 １日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、昭和５８年 ９月 １日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、昭和５９年１１月 １日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成 ２年 ２月２４日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成 ３年 ４月２７日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成 ４年 ４月１７日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成１１年 ７月 １日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成１３年 ４月２６日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成１３年 ９月 １日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成１３年１１月 ３日から実施する。 

   附 則 

この要綱は、平成１８年 ４月 １日から実施する。 

   附 則 



この要綱は、平成２１年 ４月 １日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年 ４月 １日から実施する。 

附 則 

この要綱は、平成２７年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成３１年 ４月 １日から施行する。 

附 則 

この要綱は、令和 ３年 ４月 １日から施行する。 


